
【新型コロナウイルス】活動制限令（MCO）等の対象地域において許可されない活動のリスト（ネガティブリスト） 2021年 2月 26日現在 

 活動制限令（MCO） 条件付き活動制限令（CMCO） 

（サバ州及びサラワク州を除く） 

条件付き活動制限令（CMCO） 

（サバ州） 

条件付き活動制限令（CMCO） 

（サラワク州） 

回復のための活動制限令（RMCO） 

（ペルリス州） 

エンターテイ

メント 

・ナイトクラブ、パブ 

・テーマパーク、屋内遊技場、家

族向けカラオケ、映画館 

・ナイトクラブ、パブ 

・観客を伴うコンサート活動やラ

イブイベント 

•ナイトクラブ、パブ 

•映画館 

•観客を伴うコンサート活動やライブ

イベント 

•家族向けカラオケやゲームセンター 

・ナイトクラブ、パブ、テーマパーク、

カラオケ（家族向け含む）、屋内遊技

場、映画館 

・ナイトクラブ、パブ 

スポーツ・レ

クリエーショ

ン 

•監督管理のない施設／場所で行

われる活動 

•マレーシア・サッカーリーグ

（MFL）、マレーシア・ホッケーリ

ーグ（MHL）、セパタクローリーグ

（STL）以外の国内及び国際的な

スポーツトーナメント／競技活

動 

•ファンラン、ファンライド、マラ

ソン、トライアスロンなど一般市

民が一度に参加する大規模な活

動 

•許可なく、移動可能な地域の外

で行われる活動 

・応援団員／観客を伴うゲーム／

試合／トーナメント／競技活動 

•青年スポーツ省（KBS）の許可なし

に、国際トーナメントを開催するこ

と 

•監督管理のない施設／場所で行わ

れる活動 

・マレーシア入国管理局（JIM）の

入国許可なしに、マレーシアでのス

ポーツトーナメント／競技会に海

外から参加者／役員が参加するこ

と 

•大規模な活動 

•許可なく、移動可能な地域の外で

行われる活動 

•ピクニック、身体的接触を伴う活動

／格闘技、チームスポーツの試合及び

トーナメント／競技会 

•大規模で身体的距離を保つことが困

難なスポーツ、レクリエーション及び

レジャー活動 

•観客を伴うスポーツイベントや競技

会、海外からの参加者が参加するスポ

ーツのイベントや競技会 

•青年スポーツ省（KBS）の許可なしに、

観客／応援団員を伴う国内及び国際

トーナメント／大会を開催すること 

・マレーシア入国管理局（JIM）の入国

許可なしに、マレーシアでのスポーツ

トーナメント／競技会に海外から参

加者／役員が参加すること 

・一度に 200名以上が参加する大規模

な活動 

・マレーシア入国管理局（JIM）の入国

許可なしに、マレーシアでのスポーツ

トーナメント／競技会に海外から参

加者／役員が参加すること 

・マレーシア入国管理局（JIM）の出国

許可なしに、参加者/役員が国外の国

際トーナメント/大会に参加すること 

・応援団員／観客を伴うゲーム／試合

／トーナメント／競技活動 

•青年スポーツ省（KBS）の許可なしに、

国際トーナメントを開催すること 

・大規模な活動 

・国家警察（PDRM）の許可なく、移動

可能な地域の外で行われる活動 

会議・研修、研

修旅行、国際

会議・学術会

議及び展示会

（MICE） 

（許可されない） （収容可能人数の 50 パーセントま

で許可される） 

・MICEに関連するビジネス行事 （収容可能人数の 50 パーセントまた

は最大 200人まで許可される） 

（許可される） 

多数が集まる

式典 

（一部の宗教活動を除き、許可さ

れない） 

（収容可能人数の 50 パーセントま

で許可される） 

•政府及び民間の公式及び非公式の式

典、宴会、婚約式、レセプション、ア

キカの儀式、Doa Selamat（巡礼等の大

きなイベント前に行うお祈りの集

会）、tahlil（葬儀後に行うお祈りの集

会）、誕生日祝い、同窓会、リトリート、

その他の懇親会などの社交行事 

宴会、結婚式・婚約式、レセプション、

アキカの儀式、Doa Selamat（巡礼等の

大きなイベント前に行うお祈りの集

会）、tahlil（葬儀後に行うお祈りの集

会）、誕生日祝い、同窓会、リトリート、

その他の社交行事 

（許可される） 

経済活動 ・スパ、リフレクソロジー （許可される） （許可される） 

 

・スパ、リフレクソロジー、マッサー

ジ 

（許可される） 

観光 ・MCO及び強化された活動制限令

（EMCO）対象地域でのアウトバウ

ンド／インバウンド観光 

・国民による国外観光、大臣が指

定した国からの外国人観光客を

・CMCO 対象地域外の MCO 及び EMCO

対象地域での観光 

・国民による国外観光、大臣が指定

した国からの外国人観光客を除く

マレーシアへの外国人観光客が行

（ホテルと宿泊施設のみ許可される） ・MCO及び EMCO対象地域への観光 

・国民による国外観光、大臣が指定し

た国からの外国人観光客を除くマレ

ーシアへの外国人観光客が行う国内

観光 

・EMCO対象地域への観光 

・国民による国外観光、政府が設定し

た入国要件に従って大臣が指定した

国からの者を除き、マレーシアに入国

する外国人観光客が行う国内観光 



除くマレーシアへの外国人観光

客が行う国内観光 

う国内観光 ・政府が設定した入国要件に準拠して

マレーシア入国管理局（JIM）の許可を

得た場合を除く、任意の国からマレー

シアへの外国人の入国 

許可されない

その他の活動 

•身体的距離の確保と医務技監の

指示の遵守が困難な場所に多数

が集まる可能性がある活動 

•政府が随時決定するその他の活

動 

•身体的距離の確保と医務技監の指

示の遵守が困難な場所に多数が集

まる可能性がある活動 

•政府が随時決定するその他の活動 

•身体的距離の確保と医務技監の指示

の遵守が困難な場所に多数が集まる

可能性がある活動 

•政府が随時決定するその他の活動 

•身体的距離の確保と医務技監の指示

の遵守が困難な場所に多数が集まる

可能性がある活動 

・州の災害管理委員会が随時決定する

その他の活動 

•身体的距離の確保と医務技監の指示

の遵守が困難な場所に多数が集まる

可能性がある活動 

•政府が随時決定するその他の活動 

 

※マレーシア国家安全保障会議（NSC）ウェブサイトに掲載されている各 SOPから抜粋したもの。 

（MCO、2月 26日付け）https://asset.mkn.gov.my/web/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/SOP-PKP-Am-KL-SELANGOR-JOHORPPINANG_kemaskini-26-Februari-2021.pdf 

（CMCO、2月 26日付け）https://asset.mkn.gov.my/web/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/SOP-PKPB-Am-kemaskini-26-Feb-2021.pdf 

（CMCOサバ州、2月 22日付け）https://asset.mkn.gov.my/web/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/22022021-SOP-PKPB-Seluruh-Sabah-.pdf 

（CMCOサラワク州、2月 26日付け）https://asset.mkn.gov.my/web/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/SOP-PKPB-SARAWAK_kemaskini-26-Feb-2021-converted.pdf 

（RMCO、2月 18日付け）https://asset.mkn.gov.my/web/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/SOP-PKPP-PERLIS-Kemaskini-18-Februari-2021-FINAL.pdf 


